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（2）沖縄県地域公共交通計画（素案）について---------------- 資料２、３
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３ 閉 会
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２．本⽇の論点と今後の進め⽅（案）

第１回協議会 第２回協議会 第３回協議会

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
実
施
（
計
画
（
素
案
）
）

計画（案）を協議計画（素案）を協議 計
画
と
し
て
策
定
（
決
定
）

課題と方針を協議

R5.7.18 R5.11.29 R6.1〜2月 R6.3.21 R6.4以降

◆論点

課題や目標を踏まえた中で

①施策・事業（素案）

②評価指標（素案）

③計画全体（素案）

◆論点

パブコメも踏まえた中で再度

①計画に盛り込む具体的
施策や評価指標

②計画（案）全体

◆論点

①計画策定の背景

②計画策定にあたっての課題

③計画骨子案

④各委員からの意⾒等

• 第２回協議会では、課題や目標を踏まえた中での、具体的な施策・事業を中心に、計画（素案）について協議いただく予定。

• 第２回協議会でのご意⾒を踏まえた計画（素案）まとめ、年明けにパブリックコメントを実施する予定。

• 第３回協議会は、R6.3.21に開催を予定しており、パブリックコメントを踏まえた計画（案）を協議いただく予定。
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沖縄県地域公共交通協議会
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沖縄県地域公共交通計画
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令和 5 年 11 月 29 日
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巻末資料 地域公共交通確保維持改善事業の対象

幹線のうち、地域間幹線系統確保維持費国庫補助⾦の補助対象であるものについて、沖

縄県生活交通確保維持協議会で定める内容（令和６年度地域間幹線系統確保維持計

画）を以下に示す。
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地域公共交通の再⽣に不可⽋

地域公共交通の未来を育むための根幹

沖縄県地域公共交通計画の構成

◆計画の４つの目標

◆計画の基本方針

◆強力に推進する施策

都市活動を支え、都市構造を誘導する効
率的な公共交通体系の構築 [施策数 6]

目標１

目標2
県⺠全ての安全・安⼼で健康的な暮らし
を支える交通環境の創出 [施策数 7]

目標3
沖縄観光の魅力を高め、地域振興も促す
公共交通サービス等の拡充 [施策数 4]

目標4 地域・事業者・行政等が一体で取り組む、
持続可能な交通社会の実現 [施策数 7]

基本方針で目指す交通社会実現のための都市部や地方部の公共交通ネット
ワークをつくる。 （主な実施主体は国、県、市町村、交通事業者、道路管理者）
基本方針で目指す交通社会実現のための都市部や地方部の公共交通ネット
ワークをつくる。 （主な実施主体は国、県、市町村、交通事業者、道路管理者）

目標１

目標2

目標3

目標4

基幹バスシステム等３施
策

各市町村の交通まちづくり１施
策

観光型幹線公共交通システム等
４施策

企業等に対するTDM施策等 3施
策

施策数 24

施策数 11
◆強力に推進する３つの視点

視点1

視点2

視点3 沖縄全体の持続的発展に必要

構築された公共交通ネットワークに、高齢者、障がい者、学生等移動困難者へ
の福祉の観点を含め、まちづくりとも連携し、全ての県民にとって利用しやすい
公共交通環境をつくる。 （主な実施主体は県、市町村、交通事業者）

構築された公共交通ネットワークに、高齢者、障がい者、学生等移動困難者へ
の福祉の観点を含め、まちづくりとも連携し、全ての県民にとって利用しやすい
公共交通環境をつくる。 （主な実施主体は県、市町村、交通事業者）

観光施策とも連携し、レンタカー以外にも公共交通により快適な移動環境を提
供し地域振興につなげる。 （主な実施主体は県、市町村、交通事業者、空港管
理者、道路管理者）

観光施策とも連携し、レンタカー以外にも公共交通により快適な移動環境を提
供し地域振興につなげる。 （主な実施主体は県、市町村、交通事業者、空港管
理者、道路管理者）

関係者が協力して公共交通の利用促進、自治体・企業・学校でのマイカーから
の転換の働きかけやデジタル技術を活用も含めて公共交通の確保維持につな
げる。 （主な実施主体は県、市町村、交通事業者、利用者関係団体）

関係者が協力して公共交通の利用促進、自治体・企業・学校でのマイカーから
の転換の働きかけやデジタル技術を活用も含めて公共交通の確保維持につな
げる。 （主な実施主体は県、市町村、交通事業者、利用者関係団体）

強力推進施策を沖縄県の現状に照らし、
基本方針の実現のために着目すべき3つ
の視点で強力に進める施策を再構成。

強力推進施策を沖縄県の現状に照らし、
基本方針の実現のために着目すべき3つ
の視点で強力に進める施策を再構成。

全24施策の中から基本方針の実
現に向けて計画期間内に強力に
進める施策を選定。

全24施策の中から基本方針の実
現に向けて計画期間内に強力に
進める施策を選定。

…骨格的な公共交通、コンパクトなまちづくり

…利用者減少→サービス低下の負のスパイラルの好循環化

…観光連携による地域振興、安定的な公共交通運営スキームづくり




